
１．はじめに 
独居高齢者の増加が顕著である注 1）。人口構成上そのよ

うな状況になる事は既成事実ではあるが、住まい環境や

見守り体制の準備は充分とは言えない。本論文では、厚

生労働省が提唱する「地域包括ケアシステム」の 1単位
に位置付けられる神戸市兵庫区浜山地区に於いて高齢者

介護施設を営むなかで直に得られる情報を基に少しでも

高齢者の住まいと暮らしに対し安全と安心が向上する対

策を提案できればと考えている。 
国は改正住宅セーフティネット法注 2）を 2017年秋から
運用を開始し、2020年度までに空き家 17万 5千戸の登
録を目指し、増加する空き家を活用し、独居高齢者など

の住宅確保要配慮者を支援するとしている。このことは、

「地域包括ケアシステム注 3）」の枠組みで「住まい」の項

目に「自宅」や「サービス付き高齢者向け住宅（以下、

サ高住）等」と共に、「住宅確保要配慮者向け住宅」が

加わったと考えることができる。特にこの改正法で注目

する点は共同居住型住宅（いわゆるシェアハウス）が、

登録対象の住宅形式の一つとして認められたことである。

本論文ではこの高齢者向けシェアハウスについての必要

性を論ずる。 
「地域包括ケアシステム」の「住まい」の実態に関し

て、高齢者に最前線で接しているのは、家事援助・身体

介護サービスを提供している訪問介護員（以下、ヘルパ

ー）である。そしてヘルパーからの報告によると、利用

者の多くは独居状態の女性で、かつて家族と共に暮らし

た住まいでそのまま住み続けている方が多いということ

である。この点に関して、例えば２階建て住宅で、実態

として 1階のみで暮らしていたり、アパートやマンショ
ンなどで使用していない部屋があるような場合や、介護

度が進み施設に入所するので自宅が空いてしまうなどの

場合など、それらの余分な部屋や空き家を活用して、集

まって暮らす方が高齢者にとってメリットがあるのでは

ないかと考えた。その共同居住の可能性について、ヘル

パーからそれぞれが担当する高齢者の生活実態を調べ、

高齢者向けシェアハウスの可能性を考察した。 
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また、増加しているサ高住との いを 確にすること

により、多 な高齢者の ー の の一つになるも

のと考える。 
 
． について 

文 ）は、自活高齢者が かな社会関 が営め

る共同居住についてその運営 法を論 ている。共同居

住が 続するための事例を調 分 し、多くの 見を

らかにした。同年 で集住するのではなく 60 70 80
90 などを で生活する「 りの 助」

などは、運営 体が社会福祉法人であっても な 見

として け入れることかできる。 
部 地域 会の事例文 ２）も戸建

て住宅の空き家を利活用している ルー ームの

提案であり 考になる みを っている。 
秀 文 ）は、実 しているシェアハウスのアンケ

ート調 から、 入居理 の 1位は「 性」つまり

家 の安 であったが、入居 の では 性は

し、「 し 」が 位になっている。また、女性を 心

に「安心 」をあ る者も多い。このことは、安い暮ら

しを めつつも、それを し に ることが可能

なことをよく している。 と べている。これらの

では自活状態の単身高齢者が営む社会生活の か

の が となっているが、本論文では

生が れる介護 の をシェアハウスが担う

可能性について介護を支えているヘルパーの 見を 考

に る みであり の にない な提案論文である

と考えている。 
 
３．浜山地区の  
 兵庫区浜山地区は、 より「 の 」と

れ にも 度の高い地域である（ ）。 以

も の として え多くの労働者の生活の場であっ

た。地区は運 で まれて り、 は JR 線と

神戸市営地下 線が 設 れている。 区 理

事 が最 階にあり、 とした に しいマン

ションや戸建て住宅が でいる。 市 の

の下 であり、 の高度 成長を支えてきた 労

働者、 の工場工員などが多く居住した場

所である。 この地区に於いて、その の高齢 が進

でいる。 
兵庫区の人口は 109,000人（H28/11/30 「神戸

市 年齢 1 階 人口 （兵庫区）」）で、

浜山地区は 11,000人、 は 5,200戸である。単身
者 が多く、 年 なども めると 2,200戸になる。
地区 には 営住宅が 1,000戸ある。 

75 以上の 高齢者人口は 2,000人で、兵庫区に
ける介護認 者 の 合で浜山地区の介護認 者 を

すると 940 と でき、要支援者は 4 、要

介護者は の 合である。 
浜山地区には下 のような高齢者介護施設があり、そ

れぞれの 員 は のと りである。た し、これら

の施設に入所 れている方の住所地は浜山とは らない。 
1 浜山地区の高齢者    

特 護 人 ーム 

（ 特 む） 

施設 H 

入所 50 

ショート 20 

（ 所） (40) 

施設 H（ ） 入所 25 

多 能施設 H 
 9 

（ 所） (15) 

人保 施設 
介護 人保 施設 

施設 A 

入所 100 

（ 所） (40) 

高齢者福祉施設 施設 O 

ショート 22 

ルー ーム 18 

（ サービス） (18) 

所等を いた入所者 合  244 

（ ） の は サービスなどの 所者の人 を す 

介護施設利用者以 の要介護者の住まいとして、サ高

住があるが、兵庫区 で 9施設、浜山地区 では 施設

である。それ以 は む 自宅ということになる。そ

してそれぞれの住まいでヘルパーの支援を けて生活し

ている。 状浜山地区でのサービス利用者は、要支援者

で 240 、要介護者で 110 の合 350 どと

なっている注 4）。 
 

1 神戸市兵庫区浜山地区  
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．高齢者の いについて 
高齢者が集まって居住する形式のものには、 やリ

ハビリを前提にしないものとしては、介護施設では、特

護 人 ーム、認 ルー ーム、ケアハウス

（ 人 ーム）などがあり、介護施設ではない高齢

者向け 住宅としてサ高住などがある。このサ高住に

ついては、2011年の制度施 から なス ードで供

が進み、 では 21.7万戸（H29.4）を える状況で

ある。 については、 理 注 ）が べているよう

に と言われる ど問題点も している。とり

わけ最 の スマッ は、供 は の 活用目

で建設し、利用 は、介護施設 みのサービスを

して、入居するといったパ ーンである。サ高住の制度

設 に いて、自活可能な高齢者を対象としているが、

実態は、特 の 所 な となって り、要介護度

の高い方も多く居住している注 6）。この状況は、 に

である。 
それを改 するために、提案するのが高齢者向けのシ

ェアハウスである。サ高住より介護福祉施設に い位置

けで、 営住宅やマンション、戸建て住宅などを改

し、3 度が同居生活を くる ルー ームと

なるものである。た し、運営 体は特 などを運営し

ている社会福祉法人が うことが となる。その理

は、介護度が進 場合シェアハウスでは対 しきれな

い状態が できるからである。基本 な ット構成

は、3部屋 3戸の 9部屋を単位として LSA（ フ・

サ ート・アド ー）を配置して、 な見守り

を う体制にする。このような みに対して実 可能か

どうかは、入居する高齢者が共同生活を営む 性を し

ているかも 要である。 の調 では、その は、

本人ではなく 者の目が必要との から、高齢者の

ことを 人や 族でもなく に できるものとし

て担当ヘルパーに対して調 した。 
 
  
調 は、下 調 項目が れた調 に担当ヘル

パーが利用者の状況を 入し、 成 29 年 3 に 集。

対象のヘルパーは同一 所所 の 15 に いし、担

当している浜山地区居住の当事 所利用者全員に当たる

91 分の ー を 集した。 
ー 項目は、 性 、 年齢、 住居形態、

り、 家族構成、 介護度、 サービスの利用の

、 シェアハウス形式の共同生活が可能か、 ヘルパ

ーの 助項目の 9項目。 
調 は のと りである。 
1 性 齢 
女性の が 73 。80 が多い（ 2）。 

2 性 齢              
女   

70  1 3 4 
70  13 6 19 
80  39 11 50 
90 以上 14 4 18 

 67 24 91 
2  
同居 者より独居 者が多く、全体では利用者の

45 が 営住宅居住者で は独居。その 2/3が女性。
戸建て独居の 20 の 女性は 17 である（ 3）。 

3          

 独居   
（ む） 

 

営住宅 33(22) 4(2) 4(4) 41(28) 
戸建て 20(17) 2(1) 1(1) 23(19) 
マンション 11(9) 5(3) 4(4) 20(16) 
長屋・文  4(2) 1(1) 1(0) 6(3) 
その  1(1)   1(1) 

 69(51) 12(7) 10(9) 91(67) 
（  ） は女性の人 を す 

3  
利用者の介護度の 合はヘルパーステーションにより

特 がある。家事援助が か、身体介護を得 とするか

の いである。 は、 度の方が多い。 4の
ー で要介護 以上で独居や要介護 ・ の自宅暮ら

しは 生活を営むのに しい状況である。 
4           

 

独居   
（ む）  

要支援  23 3 2 28 
要支援２ 27 3 1 31 
要介護  7 

 
1 8 

要介護２ 3 3 1 7 
要介護  6 

 
1  

要介護  1 2 2 5 
要介護  

 
1 2 3 

 2 
  

2 
 69 12 10 91 

4 ー スの の  
サービスは、 に 度か スで施設のサービ

スを ける。介護度が高い ど利用 を増やすことが

できる。基本は ・ 付の りサービスである。
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きこもりの には であり、 は、高齢者にと

って一 事な である。独居者 69 の 利用

者は 39 である（ 5）。 
5 ー スの の    

利用者 利用者  
要支援  14(10) 14(13) 28(24) 
要支援２ 18(16) 13(11) 31(27) 
要介護  6(5) 2(2) 8(7) 
要介護２ 3(1) 4(2) 7(3) 
要介護  5(5) 2(1) 7(6) 
要介護  4(1) 1(0) 5(1) 
要介護  3(0) 3(0) 

 1(1) 1(1) 2(2) 
 54(39) 37(30) 91(69) 

( ) の は独居者の人 を す 

5 性 
この調 に ける最 要 問項目の 「シェアハウス

形式の共同生活が可能か」の集 の が である。

23 にあたる 21 の方が共同生活を営むことに問題は

ないと している。 

6 性          

共同可能  可  
営住宅 10 16 15 41 
戸建て 8 7 8 23 
マンション 2 6 12 20 
長屋・文  1 5 6 
その  1 1 

 21 29 41 91 
6  
独居者の 以上が ２DK以上の住宅であり、 い

家は独居者にとって に 労する状況である。

の活用や住み えなど する必要がある（ 7）。 

7           

独居  （ む）  
1K 2 2 
1DK 15 2 2 19 
1LDK 6 6 
2K 9 9 
2DK 20 5 3 28 
2LDK 4 1 5 
3K 1 1 
3DK 8 1 9 
3LDK 1 4 3 8 
4DK 1 1 
4LDK 2 2 

 1 1 
 69 12 10 91 

7 ヘルパー  
２でヘルパー 助で が に多いことが分か

る。高齢者にとって けは身体 につらいもので

ある。住宅が い場合な らである。シェアハウスで

集 できるとすると、ヘルパーの を で に

使うことが可能になる。 

2 ヘルパー の  

(8) め 
 ー 向をまとめると、 独居 が に多い

こと 女性が多いこと 共同生活で 互いを互助するこ

とが る人が多いこと 独居なのに 2 以上の居住ス

ースがある方が多いこと 営住宅居住者が多いこと 

以上のことから、高齢者向けシェアハウスは実 の可

能性は高く、 営住宅と一 の 2 必要であると考

えられる。また、この調 に いた いたヘルパー15

全員に対し、高齢者向けシェアハウスの みについて

見を いたとこ 15 11 は「 成」、2 は「

付き 成」、 り 2 は、「むずかしいのでは」との

を得た。（H29.8調べ注 ）） 

．高齢者向けシェアハウスについて 
本論文で提案していることは、一 住宅でも 営住宅

でも 要な 題である独居高齢者の問題と対策について

高齢者をシェアハウスに集 し、互助・共助の 神でよ

り見守りや介護サービスをしやすくし、安心して住める

場所を 住 でいる場所と同 や にリ ー

ションで可能にしようというものである。 

独居高齢者の 独 の問題は、 であり、できる

け の対策が必要である。 生 員や介護見守りサー

ビスも人 が りているとは言えない。そこでシェアハ

ウス することにより、ルームメート同士が、 互いを

見守るということは、安全確認の と独居生活では得ら

れなかった生きがいの一つにもなる。また、 営住宅に

いては、 独 が 生した場合、その住宅は には事

79
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住宅 いとなり、 に入居を 集するという 会も

を置くという なことになっている。そういう 環

を くすためにも にシェアハウスの実 が必要であ

る。集 が れば、空いた住宅に たな入居者を 集

することが可能になり、メリットは きい。 営住宅２

戸を 単位として ルームのシェアハウスをつくり、

単位を 1 で確保することが ましい。 営住宅の 1

戸当たりの は 50 以下が多く 2 戸 ても 区

としては 100 以下である。 の の は実

の 営住宅をサン ルに ル ンを 成した。 

3 の ル ン 

も このような改 は、 が うことであるが、

その ー の は、地域包括支援セン ー（神戸では

「あ し すこやかセン ー」）や指 居宅介護支援事

者（神戸では「えが の 口」）にあるので して

いく必要がある。特に 営住宅の場合は、その入居自体

に が し高い になるので、その点の制度

設 を入 に う必要がある。 

の の は実 の戸建住宅をサン ルに

ル ンを 成した。 

4 戸 て の ル ン 

は、この住宅に女性が独居状態でヘルパー支援を

利用し居住しているが、高齢なこともあり の建

理について でいる。 の例は、ヘルパーより

多 報告がある。この住宅は、 から して 56

年以前から する ２階建てで、工場 接の社宅で

あり、所 者は 戸を 得し 2戸 1に改 し暮らしてい

る。リ ーションに当たっては、 の 基準に

えるように 改修工事が必要である。そして、 に向

かって増 れた部分を し、 たに ン キッ

ンと を 1 増 する。 ンは、3 の高齢者向

け と、２階も少し を加えフェ ー とし、介護

学 生などに一 の 下で の家 で すると

いうものである。介護 員の などにも利用できる。 
理 としてはこのような、3 型のシェアハウスを、

LSA の 点を 心に同一 に 3 か所設けたい。 営住

宅型とは、入居者を自 に れる点が きく うとこ

である。また、空き家 生の情報を得る としては、

特 に入居 れる の き り項目にそのことを加え、

対 を いたいと考えている。 

この高齢者向けシェアハウスの みは、は めにで

べた改正住宅セーフティネット法の助成制度によるとこ

が きいと考えている。ま 要 などは まって

いないようであるが、空き家利用を基本とした制度であ

るので、実 可能な設 が ましい。高齢者は ッドが

ましいので の となる。 入なしの場合は 8

度、 入付きならば 度が基本となる。 

5  ン 

考に特 護 人 ームの 人部屋は、 5のよう

な ンが一 に多い。高齢者にとってこの特 の

人部屋の ッド区 が、 としての必要な マム

と言える。も 以 の共用部には、 な

ス ースを確保する必要がある。 

 
． に 
本論文で提案している高齢者向けシェアハウスは、高

齢者の生活場所としての介護施設やサ高住を するも
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のという位置付けを 確にしたい。サ高住と利用者の

得 を うのではなく、自活 る高齢者は、サ高住

を し、安全・安心を得たい方は高齢者向けシェアハ

ウスを するという住み分けが理 である。著者の考

えであるが、サ高住と高齢者向けシェアハウスの いを

に高齢者向けシェアハウスのメリット・ メリット

の を 10にまとめた。 

9 高齢者向けシェアハウス 高 の  

 高齢者向け 

シェアハウス 

ー ス  

高齢者向け  

 者 

要介護者、 

特養待機者 

医療施設から退院者 

 

基本的に自立・自活者向け 

サービスは、「安否確認」

「生活相談」。 

他は別契約 

 

改正住宅セーフティネット法 高齢者の居住の安定確保

に関する法律 

者  

生活保護住宅扶助費を基

本に想定 

法の助成でより低減 

一般のワンルームマンショ

ンと同等 

 
 

地区内の既存住宅を改修し

て利用する。 

各部屋は 6畳程度 

新設が多い 

各部屋は、トイレキッチン風

呂付で、25㎡以上 

 

共有キッチンを備えている

ので、特養施設と同様の宅

配を受け集まって食事でき

る。 

サ高住は施設ではないの

で、基本は各自の部屋でと

ることになる。 

 

LSAの見守りを想定 

特養と連携 

在宅介護と同等 

 

の

 

居住支援協議会等との協議

により、細部を詰める必要あ

り。 

運営主体は、社会福祉法人 

運営主体は、さまざまで、社

会福祉法人の場合もある。 

10 高齢者向けシェアハウスの の  

 メリット デメリット 

共

通

し

て 

互いに、生存の確認ができ

る。 

気が合えば、楽しい。 

家賃負担の低減が図れる。 

独居ほど個人のプライバシ

ーが守れない。 

食事など、ルールが難しい。

気を遣う。 

公

営

住

宅 

公営住宅内の住み替えが独

居者に限り可能になれば、行

政にも入居者にもメリットは大

きい。 

コンクリート造での改修は、

振動騒音が伴うので、住民

の理解が必要。 

戸

建

住

宅 

2 階がある場合、高齢者は１

階とし、２階に介護職員が利

用するなどの住み分けができ

る 

所有者の権利調整などにつ

いては、ルールをシンプル

にする必要がある。 

 

独居高齢者でも な は、自活を み、「人の

にはならない」を として暮らしている方が である。

そのような方にとっては、 人と同居するなど考えも

ばないし、 わしいと る けである。しかし、体に

が こると、 のとこ 人に ら るを得ない状

況になる。したがって、高齢者の住まいと暮らしに対し

安全と安心が向上する対策とは、独居状態を くす対策

である。そして、高齢者が住み れた を れることな

く、ま くりで問題となっている のス ン を

ためにも、空き家の 生に対しそれをこのようなシェ

アハウスに改修し、独居高齢者が必要な には利用でき

るような環境を ることが められる。な 、シェアハ

ウス生活で対 できない状況になった場合は、特 等

の住 えが可能な枠組みが必要である。 

「改正セーフティネット法」はこれらを実 する

な ールであると できる。地域に いて居住支援

会などでの枠組み りが 要である。本論文の提案が

少しでも 考になれば いである。 

 

 

本論文に いて となす高齢者の調 について いた いた

ームヘルパーの に いたします。また、「あ し すこやかル

ーム」の 、「えが の 口」の にも いたします。 

 

 

注 ） 成 28年 高齢社会

,http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-

016/html/zenbun/index.html 

注 2）正式 は「住宅確保要配慮者に対する 住宅の供 の 進に関

する法 の一部を改正する法 案」 

注 3）地域包括ケアシステム（ スト ）、

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo

/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/dl/  link1-4.pdf 

注 4）要支援者を 括しているのが「地域包括支援セン ー」（神戸で

は「あ し すこやかセン ー」）、要介護者を 括している

のが「指 居宅介護支援事 者」（神戸では「えが の

口」）であり、それぞれの浜山地区の担当者からサービス利用

者の を問い合わ 、 いた いた。（2017.8 ） 

注 5） 理 （2016）「 高齢 に直 する に ける住まい

方と ・介護・福祉のあり方」 本 学会 29

2 p68-72 

注 6）国 省「サービス付き高齢者向け住宅の 備等のあり方に関

する 会 ・  サービス付き高齢者向

け住宅等の について」、 

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_h

ouse_fr7_000007.html 

注 7）H29.8調べ：ヘルパーはシフト 制なので 8/14 21 の 1

を使い 15 全員にシェアハウス例の２ ルの を提

し、実 の可 を問うアンケート調 を った。  

 

 

文 1） : 高齢者の共同居住に 合した住宅の運営 法に関す

る 、 学 士論文：20160725 

文 2） 型地域生活支援システム ル事

:http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/chiiki-

houkatsu/files/313891nanbucho.pdfh 

文 3） 秀 : 社会に ける 市・家族・住まいのゆくえ、住

論文集 (38), 住  ; 2012 p5-21 

住宅系研究報告会論文集 12　日本建築学会　2017.12

－ 242 －


